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介護保険法に基づく第１号通所介護事業重要事項説明書 

            （令和   年   月   日現在）      令和7年4月1日改訂 

 

 介護保険法に基づく第１号通所介護事業は（以下「第１号通所介護」という。）、デイサービス

センターにおいて、日常生活上の支援及び、機能訓練その他必要なサービスの提供を行います。 

 この説明書を御覧いただき本事業の概要等を御理解いただいた上で、ご利用くださいますよう

お願いいたします。 

   

１ 宮野目デイサービスセンターが提供するサービスについての相談窓口 

  電話 ２６－２６６６（午前８時３０分～午後５時１５分まで） 

  担当 根子 裕司 

 

２ 事業者 

事業者名称 社会福祉法人 花巻市社会福祉協議会 

代 表 者 会 長  髙  橋  照  幸 

本部所在地 岩手県花巻市石神町３６４番地 

電話番号 ０１９８－２４－７２２２ 

ファックス番号 ０１９８－２２－４２８３ 

法人設立年月日 平成１８年４月３日 

    

３ 花巻市社会福祉協議会指定宮野目デイサービスセンターの概要 

 （１） 事業所の概要 

名  称 花巻市社会福祉協議会指定宮野目介護予防通所介護事業所 

介護保険指定番号 通所介護 岩手県 第０３７０５００１９１号 

開設年月日 平成１８年４月３日 

所在地 岩手県花巻市宮野目第６地割９７番地１ 

管理者 施設長  根子 裕司 

法令遵守責任者 花巻市社会福祉協議会常務理事 細川 祥 

電話番号 ０１９８－２６－２６６６ 

ファックス番号 ０１９８－２６－５３３３ 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
花巻市内 

利用定員 ２５人 

 

 （２） 事業所の営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日～土曜日 

受 付 時 間 午前８時３０分～午後５時１５分（相談窓口） 

営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時００分（サービス提供時間） 

休 業 日 日曜日、１２月２９日～１月３日 
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（３） 事業所の職員体制  

 資  格 業  務  内  容 人員数 

管 理 者 社会福祉士 職員及び業務の管理 常 勤 １名(１)以上 

生活相談員 社会福祉主事 サービス提供、相談 
常 勤 ２名(２)以上 

非常勤 ０名( )以上 

看護職員 

看護師 
健康管理、相談、 

機能訓練 

常 勤 ２名(１)以上 

非常勤 １名(１)以上 

准看護師 
常 勤 ０名(０)以上 

非常勤 ０名(０)以上 

介護職員 

介護福祉士 
通所介護サービスの 

提供 

常 勤 ３名(３)以上 

非常勤 ４名(０)以上 

ホームヘルパー 

２級修了者等 

常 勤 ０名(０)以上 

非常勤 ２名(０)以上 

機能訓練 

指 導 員 

看護師 

機能訓練の指導、実施 

常 勤 １名(１)以上 

非常勤 １名(１)以上 

准看護師 
常 勤 ０名(０)以上 

非常勤 ０名(０)以上 

調 理 職 員 

栄養士  

食事サービスの提供 

常 勤 ０名(０)以上 

非常勤 ０名(０)以上 

調理師 
常 勤 ０名(０)以上  

非常勤 ２名(０)以上 

事 務 員  請求業務等事務処理 
常 勤 ０名(０)以上 

非常勤 １名(０)以上 

                                                       ( )内は、兼務者の数値である。 

 （４） 同センターの設備の概要 

食堂兼機能訓練室 １２５.２１㎡ 

浴 室 一般浴槽と特殊浴槽があります。 

休養室  １室 １床 

相談室  １室 

送迎車  ４台 

 

４ 提供するサービス内容 

 利用者に係る介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画（ケアプラン）に基づき、

利用者の意向や心身の状況等の事前把握と課題等の分析(アセスメント)を行い、援助の目標に応

じて具体的なサービス内容を定めた介護予防通所介護計画を作成します。 

 介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又は家族に対し説明し、

利用者の同意を得ます。介護予防通所介護計画の内容について、利用者の同意を得たときは、介

護予防通所介護計画書を利用者に交付します。 

 それぞれの利用者について、介護予防通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達

成状況の記録を行います。 

 （１） 送迎…………事業者が保有するリフト付車両等で利用者の居宅と事業所までの間の送

迎 をします。ただし、道路状況により自動車による送迎が困難な場合は、

車イス又は歩行介助により送迎を行うことがあります。 
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 （２） 食事…………栄養のバランスのとれた昼食を提供します。 

 （３） 入浴…………ヘルストン温泉装置により９つの温泉効能があり、天然温泉気分が味わ

えます。活性石によるミネラルいっぱいの弱アルカリ性のお湯ですので、

湯あたりが良く体の芯から温まります。自宅での入浴が難しい方でも大

丈夫です。また、車イスに乗って入浴できる中間浴リフト等の特殊浴設

備があるほか、職員が介助しながらの入浴となりますので、自宅での入

浴が難しい方でも安心です。 

 （４） 生活機能向上グループ活動…生活機能の向上を目的として、日常生活を営むのに必要

な利用者の機能の減退を予防するため、生活機能向上グ

ループ活動サービスを実施します。 

 （５） 生活相談…………常に利用者の心身の状況を把握し、相談援助等の生活指導等その他

必要なサービスを利用者の希望に沿って提供します。  

    

５ 料金 

 （１） 利用料金 

  ア 利用料(利用者負担額)は、月額単位です。 

   （ア）１割負担の場合 

      認定区分 

利用料 

利 用 者 負 担 額 
算定回数等 

要支援１及び事業対象者 要支援２及び事業対象者 

 

基本利用料 
436円 

1回単位(週１回程度) 

447円 

１回単位(週２回程度、月８回まで 
 

1,798円 

月額単位(月 4回を超える場合) 

3,621円 

月額単位(月８回を超える場合) 
 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 

88円 

72円 

24円 

176円 

144円 

48円 

月額単位 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

  所定単位数の9.2％ 

  所定単位数の9.0％    

  所定単位数の8.0％ 

  所定単位数の6.4％   （要支援度による区分なし） 

基本利用料に各種

加算減算を加えた

総単位数に左記を

掛けた額の１割 

食事代（食事の提供費用） 

（全額利用者負担） 
  550円（要支援度による区分なし） 

利用 1回につ

き 

  （イ）２割負担の場合 

      認定区分 

利用料 

利 用 者 負 担 額 
算定回数等 

要支援１及び事業対象者 要支援２及び事業対象者 

 

基本利用料 
872円 

1回単位(週１回程度) 

894円 

１回単位(週２回程度、月８回まで 
 

3,596円 

月額単位(月 4回を超える場合) 

7,242円 

月額単位(月８回を超える場合) 
 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 

176円 

144円 

48円 

352円 

288円 

96円 

月額単位 
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介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

  所定単位数の9.2％ 

  所定単位数の9.0％    

  所定単位数の8.0％ 

  所定単位数の6.4％   （要支援度による区分なし） 

基本利用料に各種

加算減算を加えた

総単位数に左記を

掛けた額の１割 

食事代（食事の提供費用） 

（全額利用者負担） 
  550円（要支援度による区分なし） 

利用 1回につ

き 

 （ウ）３割負担の場合 

      認定区分 

利用料 

利 用 者 負 担 額 
算定回数等 

要支援１及び事業対象者 要支援２及び事業対象者 

 

基本利用料 
1,308円 

1回単位(週１回程度) 

1,341円 

１回単位(週２回程度、月８回まで 
 

5,394円 

月額単位(月 4回を超える場合) 

10,863円 

月額単位(月８回を超える場合) 
 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 

264円 

216円 

72円 

528円 

432円 

144円 

月額単位 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

  所定単位数の9.2％ 

  所定単位数の9.0％    

  所定単位数の8.0％ 

  所定単位数の6.4％   （要支援度による区分なし） 

基本利用料に各種

加算減算を加えた

総単位数に左記を

掛けた額の１割 

食事代（食事の提供費用） 

（全額利用者負担） 
  550円（要支援度による区分なし） 

利用 1回につ

き 

※ 利用料金には、入浴、送迎の料金が含まれます。 

※ おむつ代、レクリェーション等にかかる費用等は利用者負担となります。 

 （２） 支払い方法 

    利用料金は、１ヵ月毎の精算になります。毎月、前月分の請求をさせていただきますの

で金融機関口座振替、又は現金にてお支払いください。お支払いいただいた際に領収書を

発行いたします。 

 （３） 交通費 

    花巻市にお住まいの方は、無料です。 

    ただし、実施地域を越えて行う介護予防通所介護に要した交通費は、実施地域を越えた

地点から１km当たり２５円を請求します。 

    その場合には、あらかじめ利用者その家族に対して説明を行い、文書等で利用者又はそ

の家族の同意を得ることとします。 

 

６ サービスの利用方法 

 （１） サービスの利用開始 

    契約後、速やかに介護予防通所介護計画を作成し、サービスの提供を開始します。 

   ※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護予防支援事業者と御相談く

ださい。 

 

 （２） サービスの終了 

  ア 利用者の都合でサービスを終了する場合 

   サービスの終了を希望する日の１週間前までにお申し出ください。 
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  イ 事業者の都合でサービスを終了する場合 

   やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場

合は、終了１ヵ月前までに文書等で通知いたします。 

  ウ 自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

   (ｱ) 利用者が介護保険施設に入所した場合 

   (ｲ) 利用者の認定区分が、非該当（自立）又は要介護と認定された場合 

   (ｳ) 利用者が要介護認定を受けられなかった場合 

   (ｴ) 利用者がお亡くなりになった場合 

  エ その他 

   (ｱ) 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者

又は家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は事業者が破産した

場合、利用者は文書等で解約を通知することによって、直ちにサービスを終了するこ

とができます。 

   (ｲ) 利用料及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払

い期日から２ヵ月以上遅延し、さらに支払いの督促から８日以内に支払いがない場合

には、サービス提供の契約を解約した上で、未払い分をお支払いいただくことがあり

ます。 

   (ｳ) 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、又は利用者の入

院若しくは病気等により、３ヵ月以上にわたってサービスが利用できない状態である

ことが明らかになった場合、この契約を終了させていただく場合があります。 

   (ｴ) 利用者や家族などが事業者やサービス従事者に対して本契約を継続し難いほどの背

信行為を行った場合は、文書等で通知することにより、直ちに契約を終了させていた

だく場合があります。 

   (ｵ) 利用者や家族などの責任において職員または事業所が損害を被った場合は、利用者や

家族にその損害を請求する場合があります。 

 

７ 当センターのデイサービスの特徴 

 （１） 運営の方針 

  ア 利用者の要支援状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態の予防に資するよう、そ

の目標を設定し計画的に行います。 

  イ 介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な機能を維持して

いくこと等に資する機能訓練等の必要な支援を行います。 

  ウ 第 1号通所介護サービス提供に当たっては懇切丁寧に行うことを基本とし、利用者又は

その家族に対するサービス提供方法等についての説明は、理解しやすい平易な表現で行う

とともに、介護技術の進歩に対応し、適切な技術をもってサービスの提供を行うよう努め

ます。 

  エ 常に利用者の心身状況の把握に努め、相談等の生活指導や機能訓練等の必要なサービス

を利用者の希望に沿って適切に提供します。特に、認知症の状態にある利用者に対しては、

その特性に応じた適切なサービス提供を確保するため、職員の認知症に対する理解や対応

力の向上を図る研修体制の強化に努めます。 

オ 第１号通所介護サービスの提供にあたり、介護予防支援事業者、居宅介護支援事業者及

び保険医療サービス、又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

 （２） サービス利用に当たっての留意事項 

  ア 利用の中止、変更、追加 
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   ・利用者の都合によりサービスの利用を中止する場合は、サービスの実施の前日（前日が

日曜日の場合は、土曜日）までに事業所に連絡ください。 

   ・サービスを中止した場合、同月内であれば、御希望の日に振り替えることができますの

で、御相談ください。ただし、定員数分の予約が入っている日には振り替えできませんの

で御了承ください。 

   ・サービスの変更又は新たなサービス利用の追加を希望される場合、介護予防支援事業所

に御相談ください。 

  イ 送迎時間の連絡 

   ・送迎時間はある程度設定していますが、天候、道路事情等により時間に変更が生じるこ

とを御了承ください。変更が生じる場合、利用者宅に連絡いたします。 

   ・送迎時間の変更希望の場合、前日までに事業所に連絡ください。 

  ウ 体調確認 

   ・職員（看護師等）による健康チェックを行います。また、体調が悪くなった場合、必要

に応じて速やかに主治の医師等に連絡を取る等、必要な措置を講じます。 

  エ 体調不良によりサービスの中止・変更 

   ・利用者の体調不良等の理由により介護予防通所介護の実施が困難と判断した場合、サー

ビスを中止することができます。 

   ・風邪等病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。 

   ・利用当日の健康チェックの結果や利用中に体調が悪くなった場合、サービス内容の変更

又は中止することがあります。その場合、家族に連絡の上、適切に対応します。 

  オ 第 1号通所介護、送迎、入浴、食事のキャンセル 

   ・体調不良等利用者の都合で第 1号通所介護、送迎、入浴、食事をキャンセルする場合、

それぞれのキャンセル料はいただきません。 

  カ 時間変更 

   ・１日のスケジュールはある程度設定していますが、入浴の方法等サービス内容が利用者

ごとに異なりますので、時間変更がありうることあらかじめを御了承ください。 

  キ 設備、器具の利用 

   ・設備、器具等を故意に破損した場合は、自己の費用により原状に復するか、又は相当の

代価をお支払いいただきます。 

  ク 禁止行為 

   ・職員等又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような行為及び宗教活動、政治活動、営利

活動は禁止いたします。 

 

８ 第 1号通所介護従事者の禁止行為 

  第 1号通所介護の職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

  ア 医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く） 

  イ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

  ウ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

  エ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

  オ 利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

９ 秘密保持と個人情報の保護 

 （１） 事業所の従事者は、サービスを提供する上で、知り得た利用者及びその家族に関する

秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。契約終了後及び退職した場合も同様です。 



 - 7 - 

 （２） 事業者は、利用者又は家族からあらかじめ文書等で同意を得た上で、サービス担当者

会議等において利用者又は当該家族の情報を用いる場合があります。 

  

１０ 虐待の防止と身体拘束について 

 （１） 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防磁するために、次

に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

ア 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

 虐待防止に関する担当者 管理者  根子 裕司 

イ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に

周知徹底を図っています。 

ウ 虐待防止のための指針を生にしています。 

エ 職員に対して虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

オ サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを行政

機関へ通報します。 

 （２） 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の

恐れがある場合などは、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及びことが考

えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、

必要最低限の範囲で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及

び態様等についての記録を行います。 

  ①緊急性………直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体に危険が

及ぶことが考えられる場合に限ります。 

  ②非代替性……身体拘束以外に、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶこと

を防止することができない場合に限ります。 

  ③一時性………利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合

は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１１ 緊急時の対応方法 

 サービス提供中に利用者の容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ指定する緊急連絡先に連絡

いたします。 

 

１２ 非常災害対策 

  ①非常災害…………花巻市社会福祉協議会防災管理規程に基づき行います。 

  ②防災設備…………法令に基づいた消火器設備、誘導灯設備、自動火災報知設備を設置して

います。 

  ③防災訓練…………通報、消火、避難誘導の訓練を年２回実施します。なお、訓練の実施に

あたっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

  ④防火管理者………根子 裕司 

 

１３ 衛生管理等 

 (１) 当施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は

衛生上必要な措置を講じます。 

 （２）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。 
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  ア 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね６

月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底しています。 

  イ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

  ウ 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 （３） 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所等の

助言、指導を求めるとともに連携に努めます。 

 

１４ 業務継続計画の策定等 

（１） 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する第１号通所介護の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画（業務

継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）  事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

（３）  事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行います。 

 

１５ 事故発生時と賠償 

 （１） サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護予

防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 （２） 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき

事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。なお、事業者は下記の損害賠償

保険に加入しています。 

保険会社名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

保険名 社協の保険「賠償補償」 

補償の概要 対人・対物賠償補償その他事業者が法律上の賠償責任を負っ

た場合の補償 

 

１６ サービス内容に関する苦情 

 （１） 当事業所における苦情や御相談は次の窓口で受け付けます。 

花巻市社会福祉協議会 

指定宮野目介護予防通所介護事業所 

電話 ２６－２６６６ 

苦情解決責任者  根子 裕司 
 
苦情受付担当者  菅原 真子 

花巻市社会福祉協議会 

   電話 ２４－７２２２ 

苦情解決第三者委員（宮野目デイサービスセンター） 

鎌 田 知 子    電話 ２６－３２８４ 

池 田 むつ子    電話 ２６－３１７６ 

 （２） 当事業所以外にも、下記の窓口で苦情・相談の受付をしています。 

    ア 花巻市健康福祉部長寿福祉課        電話 ２４－２１１１ 

    イ 岩手県福祉サービス運営適正化委員会    電話 ０１９－６３７－８８７１ 

    ウ 岩手県国民健康保険団体連合会介護保険課  電話 ０１９－６２３－４３２５ 

                （苦情処理委員会） 

    エ 岩手県県南広域振興局保健福祉環境部    電話 ０１９７－２２－２８５０ 
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１７ 第三者評価の実施状況 

実施している 実施していない 

 

１８ 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 令和    年    月    日 

 

 

 第１号通所介護のサービス提供開始に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重

要な事項を説明しました。 

 

 

  事業者      所在地 岩手県花巻市石神町３６４番地 

           名 称 社会福祉法人 花巻市社会福祉協議会 

                会 長   髙  橋  照  幸      印 

 

  事業所      所在地 岩手県花巻市西宮野目第６地割９７番地１ 

           名 称 花巻市社会福祉協議会指定宮野目介護予防通所介護事業所 

               生活相談員 

  説明者      氏 名               印 

 

 私は、上記の通り、契約書及び本書面により、事業者から第１号通所介護についての重要事項

の説明を受け、サービス提供を受けることに同意します｡ 

 

 

  利用者      住 所                          

 

           氏 名                         印 

 

  家族又は代理人  住 所                          

  

           氏 名                         印 

（利用者との続柄又は関係         ） 
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個 人 情 報 利 用 同 意 書  令和4年10月1日改正 

  私及びその家族の個人情報の利用について、下記により必要最小限の範囲内で使用すること

に同意します。 

記 

１ 使用目的 

 (1) 介護サービスの提供を受けるに当たって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で

開催されるサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要

な場合。 

 （2） 上記(1)の外、介護支援専門員又は介護サービス事業所との連絡調整のために必要な場合。 

 (3) 現に介護サービスの提供を受けている場合で、私が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行っ

たときで、医師・看護婦等に説明する場合。 

 

２ 個人情報を提供する事業所 

 (1) 居宅サービス計画に掲載されている介護サービス事業所 

 (2) 病院等医療機関（体調を崩し又はケガ等で診療することとなった場合） 

 

３ 使用する期間 

 サービスの提供を受けている期間 

 

４ 使用する条件 

 (1) 個人情報の利用については、必要最小限の範囲でしようするものとし、個人情報の提供に

当たっては関係者以外のものに漏れることの無いよう細心の注意を払う。 

 (2) 個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。 

 

５ 肖像権 

 (1)当事業所のお便り等において利用時の写真等を使用させていただく場合がございます。 

       写真等の使用に  同意する ・ 同意しない 

 

  令和   年   月   日 

 

 

  花巻市社会福祉協議会 

  指定宮野目介護予防通所介護事業所 

 

      利用者     住 所                       

 

              氏 名                     印 

 

      家族又は代理人 住 所                      

 

              氏 名                     印 

                   （利用者との続柄又は関係      ） 


